
和歌山県物品の購入等に係る競争入札参加資格をお持ちの方へ 

 

 

 
 
 
 
 

本年５月に更新申請の受付を予定していた物品の購入等における入札参加資格の一斉更新

につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 3 年 7 月末までとしてい

た入札参加資格の有効期間を令和 4 年 12 月 31 日まで延長することとし

ました。 

次回の更新申請については、令和 4 年 10 月頃を予定しておりますので、改めてお知らせし

ます。 

 

 

 延長に伴う新たな「物品調達入札参加資格結果通知書」（以下「結果通知書」）

の発行は行いませんので、令和 4 年 12 月末までに一般競争入札及び条件付き一般競争入

札に参加される場合は、今までどおり既に通知している「結果通知書」（有効期間が平成 33

年（令和 3 年）7 月 31 日）のコピーの提出をお願いします。（※簡易公開入札の際は提出の

必要はありません。） 

 

 

県では申請書類等の簡略化に向けた押印廃止の取組を行っており、令和 3 年 4 月以降に提

出される、和歌山県物品購入等の競争入札参加資格の申請書（変更届含む）への押印を不要と

する予定です。現在提出いただいている使用印鑑届（別記第 5 号様式）についても様式を廃

止するため、令和 3 年４月１日以降、使用印鑑に変更が生じても同様式の提出は不要です。 
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 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点についてご協力をお願いします。 

・持参による受付及び対面審査は行いません！ 

・申請は、できるだけ電子申請を！ 

・お問合せは、お電話で！ 

変更等申請手続きについて 

｢和歌山県ホームページ｣→｢入札情報｣をクリック→｢入札情報一覧へ｣をクリック→ 

「物品競争入札参加資格審査申請の手続き」 

(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/120200/nyusatsu/bupin12.html) 

和歌山県物品の購入等の競争入札参加資格

の資格有効期間延長について（重要） 

★入札参加資格の有効期間延長について 

★一般競争入札及び条件付き一般競争入札に参加の際の注意点 

★申請書の押印廃止及び使用印鑑届（別記第５号様式）の廃止について 

★問合せ先 

和歌山県ＰＲキャラクター 
「きいちゃん」 


